
 
 やまべ児童センター利用のご案内 

 
   児童センターは、児童の健全育成のための公共施設です。 

 

●児童センター事業 （一般来館） 
・１８歳未満の児童は、だれでも利用できます。 
・就学前のお子さん（幼児）は、保護者同伴でお願いします。 
・小、中学生は下校後、帰宅してから来館できます。 

 ・貴重品、ゲーム、食べ物の持ち込みはできません。 
        （のみものはＯＫ） 

●開館時間  学校登校日・・１２：３０～１８：３０ 
学校休業日・・ ８：３０～１８：３０ 

 
●休館日   日曜日・祝日・年末年始 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

【地域活動クラブ役員紹介】 

会長  滝沢 直美さん 

副会長 羽山 祥子さん 

 

1年間よろしくお願いします。 
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令和６年度 

４月 
 

松本市社会福祉協議会 

  《お願い》 
体調が良くないときは、利用を控えてください。 
新年度、初めて利用される際、「緊急連絡先届」のご記入をお願いしています。 

 
 
 
 
 

 

 

やまべ児童センターだより 
里山辺 7241－2 TEL39－1210 FAX31－6588 

児童館・児童センターは、「子どもの権利に関する条例」「子どもの居場所作り」を推進しています。

児童相談をいつでも受け付けています。お気軽にお越しください。 

4月のセンター行事 

〈大切な人へのプレゼント作り〉   

☆２２日（月）～２７日（土） 

コルク粘土で、キーホルダー 

を作りましょう。 

 ご入学ご進級、おめでとうございます。やわらかな陽ざしの中、新年度がスタートしました。センターが

新たな出会いの場、安心して楽しく過ごすことができる場となりますよう、職員一同力を合わせてまいりま

す。地域の皆さま、保護者の皆さま、今年度もご支援ご協力をよろしくお願いいたします。 

ｔ 

〈あかつ先生の運動あそび〉       

６日（土）１４：００～１７：００ 

１３日（土）１０：００～１２：００ 

１９日（金）１５：３０～１７：３０ 

２５日（木）1４：００～１７：００ 

子どもたちの様子 

雪あそびたのしみました！ おひなさま工作では、つ

るしびなを作りました。 やしょうまを、うめの花とすいか

のデザインで作りました。 

を 

つくりました。 

 


